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大阪広報２０１６－１１３ 

２０１６年１０月２７日 

『過重で不公平・不合理な税制には断固反対！』 
車の税金見直しを訴える街頭活動を 11/7（月）京橋駅前で実施！ 

 

ＪＡＦ（一般社団法人日本自動車連盟）大阪支部（支部長 白土貴久）は、１１月７日（月）にＪＲ・

京阪京橋駅前において、自動車税制改革フォーラム・自動車総連（予定）とともに自動車税制の見直しと

廃止を訴える街頭活動を下記のとおり行います。 

 

【日時】１１月７日（月）１６：００～１７：００ 

【場所】京阪京橋駅～ＪＲ京橋駅 連絡路付近（大阪市都島区片町） 

【スタッフ動員数】２０名（予定） 

【活動内容】通行人へチラシ・ウェットティッシュの配布（１，０００枚予定）による呼びかけを実施 

【活動骨子】①９種類・８兆円もの複雑で過重な税制の是正 

②国際的に比較しても極めて重い自動車税等の引下げ 

③「当分の間税率」や「Tax on Tax」といった不合理な仕組みの廃止や見直し 

【活動後】ユーザーの声を税制改正に反映させるべく各政党、国会議員、自治体等へ要望書を提出予定 

 

自動車に係る税金は、来年４月に予定されていた消費増税の引上げが２年半延期されたものの、自動車

取得税の廃止が先送りされるなど、依然として十分な見直しがされないまま、自動車ユーザーにとっては

過重な負担を強いられ続けていることに変わりありません。 

特に地方部では、自動車は移動手段として日常生活に不可欠なものであり、一世帯で複数台所有せざる

を得ない現状においては極めて重い負担となっています。 

 

ＪＡＦが今夏に行った自動車税制に関するアンケート※では、例年をはるかに上回る６２，５１０名も

の自動車ユーザーから回答を得ましたが、９８％の回答者が自動車に課せられている税金に負担に感じ、

その軽減を求める声は８９％にも達しています。 

さらに、自動車には多くの種類の税金が存在し、かつ、 

その制度が複雑なことから自動車ユーザーにとっては分か 

りにくく、見直しを求める声も多くあります。 

ＪＡＦは、１，８５５万人の会員を擁する自動車ユーザ 

ー団体として、自動車ユーザーが納得できる公平・公正・ 

簡素な税制の実現を強く求めます。 

 

※「自動車税制に関するアンケート」詳細 

http://www.jaf.or.jp/profile/report/youbou/ 

 

 

 

 

 

 

 
ＪＡＦ 税制 

（右）街頭活動で配布予定のチラシ 
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